
平 成 ２ ４ 年 度 監 査 の 意 見 に 対 す る 対 応 結 果 の 公 表 

（ 企 画 総 務 局 ） 

 

１ 監査意見公表年月日 

平成２４年９月５日（広島市監査公表第３６号） 

２ 監査意見に対する対応結果通知年月日 

平成２７年３月２５日（広企法第３０号） 

３ 監査の意見及び対応の内容 

内部統制の充実について （所管課：企画総務局法務課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

部局別監査において，事務処理誤りや条例

等に基づく適正な事務処理が行われていない

事例が見受けられた。 

これらは，内部統制の観点からの取組が不

十分であることによるものと考える。 

内部統制は，業務の有効性及び効率性，法

令等の遵守等の目的が達成されていることに

ついて合理的な保証を得るためのものである

ことから，その充実は，最少の経費で最大の

効果を挙げるという事務処理の原則上，重要

である。 

このため，総務省の「内部統制による地方

公共団体の組織マネジメント改革」を踏ま

え，内部統制の一層の充実に取り組まれるよ

う要望する。 

平成２４年監査意見を踏まえ，同年１１月

に，法令遵守や事務処理誤りの再発防止につ

いて各所属長に通知を発出し，その徹底を図

った。 

また，不適正な経理処理の発生を機に，適

正な事務処理を期するため，平成２３年度か

ら始めた全庁を挙げての事務の総点検を行う

取組（全庁事務総点検）において，平成２５

年度からは，平成２４年監査意見を踏まえ，

内部統制の一層の充実を図るよう，各局に依

頼している。 

さらに，総務省の報告書（「内部統制によ

る地方公共団体の組織マネジメント改革」

等）や他都市の例を参考にして，「リスクマ

ネジメントの取組」を導入し，平成２６年 

１２月から各課において作業を進めている。 

この取組は，あらかじめ事務処理上起こり

得るミスを職場のリスクとして洗い出し，そ

れらを分析・評価した上で，特に対応すべき

リスクについて発生防止策等を講じ，それを

基に事務処理を行った後に，講じた発生防止

策等を評価し改善して翌年度の取組に反映さ

せるというものであり，内部統制によるマネ

ジメントの重要な部分を成すものである。 

このリスクマネジメントの取組を行うこと

により，各職場における事務処理上のミスの

発生防止や法令等の遵守等につなげていくも

のとする。 

今後，この取組を各職場で確実に実施し，

事務処理上のミスの発生防止に努めるととも

に，引き続きこの取組の改善・充実を図りな

がら，内部統制の一層の充実に向け，努めて

いくこととする。 
 
  

（別 紙） 



平 成 ２ ４ 年 度 監 査 の 意 見 に 対 す る 対 応 結 果 の 公 表 

 （ 健 康 福 祉 局 ） 

 

１ 監査意見公表年月日 

平成２４年９月５日（広島市監査公表第３６号） 

２ 監査意見に対する対応結果通知年月日 

平成２７年５月１３日（広保医第３６号） 

３ 監査の意見及び対応の内容 

内部統制の充実について（旧病院事業局所管分） 

（所管課：健康福祉局保健医療課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

部局別監査において，事務処理誤りや条例等

に基づく適正な事務処理が行われていない事例

が見受けられた。 

これらは，内部統制の観点からの取組が不十

分であることによるものと考える。 

内部統制は，業務の有効性及び効率性，法令

等の遵守等の目的が達成されていることについ

て合理的な保証を得るためのものであることか

ら，その充実は，最少の経費で最大の効果を挙

げるという事務処理の原則上，重要である。 

このため，総務省の「内部統制による地方公

共団体の組織マネジメント改革」を踏まえ，内

部統制の一層の充実に取り組まれるよう要望す

る。 

平成２４年監査意見を踏まえ，同年１０月

に，法令遵守や事務処理誤りの再発防止につ

いて各所属長に通知を発出し，その徹底を図

った。 

また，不適正な経理処理の発生を機に，適

正な事務処理を期するため，平成２３年度か

ら始めた全庁を挙げての事務の総点検を行う

取組（全庁事務総点検）において，内部統制

の充実を図っている。 

指定管理者制度を導入している安芸市民病

院を除く市立病院は，平成２６年４月１日に

地方独立行政法人へ移行しているが，法人に

おいては，監事による監査、監査法人による

会計監査に加え，本部事務局職員が各病院を

対象に毎月内部監査を実施することにより内

部統制の強化を図っており，さらに，本市が

総務省の報告書（「内部統制による地方公共

団体の組織マネジメント改革」等）や他都市

の例を参考にして導入し，平成２６年１２月

から作業を進めている「リスクマネジメント

の取組」を参考にしながら，より一層の内部

統制の充実に努めていくことにしていると報

告を受けている。 

 

 



平 成 ２ ４ 年 度 監 査 の 意 見 に 対 す る 対 応 結 果 の 公 表 

（ 水 道 局 ） 

 

１ 監査意見公表年月日 

平成２４年９月５日（広島市監査公表第３６号） 

２ 監査意見に対する対応結果通知年月日 

平成２７年４月１３日（広水財第９号） 

３ 監査の意見及び対応の内容 

内部統制の充実について（所管課：水道局企画総務課） 

監 査 の 意 見 の 要 旨 対 応 の 内 容 

部局別監査において，事務処理誤りや条例

等に基づく適正な事務処理が行われていない

事例が見受けられた。 

これらは，内部統制の観点からの取組が不

十分であることによるものと考える。 

内部統制は，業務の有効性及び効率性，法

令等の遵守等の目的が達成されていることに

ついて合理的な保証を得るためのものである

ことから，その充実は，最少の経費で最大の

効果を挙げるという事務処理の原則上，重要

である。 

このため，総務省の「内部統制による地方

公共団体の組織マネジメント改革」を踏ま

え，内部統制の一層の充実に取り組まれるよ

う要望する。 

 

平成２４年監査意見を踏まえ，同年１１月

に，法令遵守や事務処理誤りの再発防止につい

て各所属長に通知を発出し，その徹底を図っ

た。 

また，不適正な経理処理の発生を機に，適正

な事務処理を期するため，平成２３年度から始

めた全庁を挙げての事務の総点検を行う取組

（全庁事務総点検）において，平成２５年度か

らは，平成２４年監査意見を踏まえ，内部統制

の一層の充実を図っている。 

さらに，総務省の報告書（「内部統制による

地方公共団体の組織マネジメント改革」等）や

他都市の例を参考にして，「リスクマネジメン

トの取組」を導入し，平成２６年  １２月から

作業を進めている。 

この取組は，あらかじめ事務処理上起こり得

るミスを職場のリスクとして洗い出し，それら

を分析・評価した上で，特に対応すべきリスク

について発生防止策等を講じ，それを基に事務

処理を行った後に，講じた発生防止策等を評価

し改善して翌年度の取組に反映させるというも

のであり，内部統制によるマネジメントの重要

な部分を成すものである。 

このリスクマネジメントの取組を行うことに

より，各職場における事務処理上のミスの発生

防止や法令等の遵守等につなげていくものとす

る。 

今後，この取組を各職場で確実に実施し，事

務処理上のミスの発生防止に努めるとともに，

引き続きこの取組の改善・充実を図りながら，

内部統制の一層の充実に向け，努めていくこと

とする。 

 



平 成 ２ ４ 年 度 監 査 の 意 見 に 対 す る 対 応 結 果 の 公 表 

（ 教 育 委 員 会 ） 

 

１ 監査意見公表年月日 

平成２４年９月５日（広島市監査公表第３６号） 

２ 監査意見に対する対応結果通知年月日 

平成２７年４月１３日（広市教総第３号） 

３ 監査の意見及び対応の内容 

内部統制の充実について （所管課：教育委員会事務局総務課） 

監 査 の 意 見 対 応 の 内 容 

部局別監査において，事務処理誤りや条例

等に基づく適正な事務処理が行われていない

事例が見受けられた。 

これらは，内部統制の観点からの取組が不

十分であることによるものと考える。 

内部統制は，業務の有効性及び効率性，法

令等の遵守等の目的が達成されていることに

ついて合理的な保証を得るためのものである

ことから，その充実は，最少の経費で最大の

効果を挙げるという事務処理の原則上，重要

である。 

このため，総務省の「内部統制による地方

公共団体の組織マネジメント改革」を踏ま

え，内部統制の一層の充実に取り組まれるよ

う要望する。 

 

平成２４年監査意見を踏まえ，同年１１月

に，法令遵守や事務処理誤りの再発防止につ

いて各所属長に通知を発出し，その徹底を図

った。 

また，不適正な経理処理の発生を機に，適

正な事務処理を期するため，平成２３年度か

ら始めた全庁を挙げての事務の総点検を行う

取組（全庁事務総点検）において，平成２５

年度からは，平成２４年監査意見を踏まえ，

内部統制の一層の充実を図っている。 

さらに，総務省の報告書（「内部統制によ

る地方公共団体の組織マネジメント改革」

等）や他都市の例を参考にして，「リスクマ

ネジメントの取組」を導入し，平成２６年 

１２月から各課において作業を進めている。 

この取組は，あらかじめ事務処理上起こり

得るミスを職場のリスクとして洗い出し，そ

れらを分析・評価した上で，特に対応すべき

リスクについて発生防止策等を講じ，それを

基に事務処理を行った後に，講じた発生防止

策等を評価し改善して翌年度の取組に反映さ

せるというものであり，内部統制によるマネ

ジメントの重要な部分を成すものである。 

このリスクマネジメントの取組を行うこと

により，各職場における事務処理上のミスの

発生防止や法令等の遵守等につなげていくも

のとする。 

今後，この取組を各職場で確実に実施し，

事務処理上のミスの発生防止に努めるととも

に，引き続きこの取組の改善・充実を図りな

がら，内部統制の一層の充実に向け，努めて

いくこととする。 
 
 


